
 

 

簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示 

  

 

次のとおり技術提案書の提出を招請します。 

 

平成２２年１０月１日 

 

      特定非営利活動法人ジャパン・トラベルボランティア・ネットワーク 

                     理事長 五島マサ子   

  

１． 業務概要 

 

（１）業務名 

障がい者・高齢者広域外出支援プラットフォーム構築業務 

（２）業務内容 

１）ICT 人材育成 

①カリキュラム検討 

２）ICT システム設計・構築 

①システム設計 

②共通情報 DB システム開発 

③支援情報提供システム開発 

④コンテンツ作成 

⑤プロジェクト管理 

３）地域協議会運営 

①資料作成 

４）ICT 機器類整備 

①機器リース・レンタル（無線 LAN、共通 DB） 

②設置に係る工事（ネットワーク機器、サーバ初期導入） 

 

（３）履行期限 平成２３年２月２８日 

      

２． 参加資格等 

 

技術提案書の提出者は、下記、基本的要件に掲げる資格を満たしている「共同企業体」

であること。 

 

1. 基本的要件 

 企業体代表者 

① 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

② 平成 22・23・24 年度 総務省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「物

品の販売」「役務の提供等」において「A」又は「B」に格付けされ、関東・甲信

越及び中国地区の競争参加資格を有し、かつ一般競争（指名競争）参加資格にお

いて「建設関係建設コンサルタント業務」の認定を受けていること。 

③ 総務省又は他省庁等から指名停止を受けている期間中でないこと。 

 



 

 

企業体構成 

① 企業体代表者が上記に掲げる条件を満たしている者により構成される共同企業体

である事。 

② 構成者は、予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であ

ること。 

③ 構成者は、総務省又は他省庁等から指名停止を受けている期間中でないこと。 

④ 企業体代表者以外の企業体構成者は、東京都または鳥取県に本社を置く企業によ

り構成するものとし、少なくとも両地域より 1 者参画すること。 

 

2. 技術提案書の提出者を選定するための基準 

 障がい者・高齢者広域外出支援プラットフォーム構築業務説明書に定める選定基準

による。 

 

3. 技術提案書を特定するための評価基準 

障がい者・高齢者広域外出支援プラットフォーム構築業務説明書に定める選定基準

による。 

 

4. 手続等 

  事務局 

〒２０６－００１１ 東京都多摩市関戸 4－4－1 

特定非営利活動法人ジャパン・トラベルボランティア・ネットワーク 

電話・FAX ０４２－３７２－８５０１ 

 

5. 説明書の交付期間、場所及び方法 

説 明 書 を 事 務 局 に て 交 付 す る 。交 付 期 間 は 平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 １ 日（ 金 ）か

ら 平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 ６ 日（ 水 ）ま で の 土 曜 日 、日 曜 日 及 び 祝 日 を 除 く 毎 日 、

９ 時 ０ ０ 分 か ら １ ７ 時 ０ ０ 分 ま で 。な お 、説 明 書 が 必 要 な 場 合 は 、事 務 局

へ 電 話 連 絡 の 上 、 交 付 を 申 請 す る こ と 。  

 

6.  参 加 表 明 書 の 提 出 日 並 び に 提 出 場 所 及 び 方 法  

提出日：  平成２２年１０月８日（金） １７：００まで 

提出場所： 上記事務局。 

提出方法： 持参または郵送とする。なお、持参する場合は、事務局へ電話連絡の

上持参すること。郵送の場合は、提出日の１７：００までに必着のこ

と。 

 

7.  技 術 提 案 書 の 提 出 日 並 び に 提 出 場 所 及 び 方 法  

提出日：  平成２２年１０月１５日（金） 

提出場所： 上記事務局。 

提出方法： 持参または郵送とする。なお、持参する場合は、事務局へ電話連絡の

上持参すること。郵送の場合は、提出日の１７：００までに必着のこ

と。 

 

 


